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【技 1-15-1】 

損壊家屋等の解体・撤去と分別にあたっての留意事項 
 

「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」（平成 23 年 3 月 25 日、被災者

生活支援特別対策本部長及び環境大臣通知）により、損壊家屋に対する国の方針が出されている。 

 

【指針の概要】 

（１）倒壊してがれき状態になっている建物及び元の敷地外に流出した建物については、地方公共団

体が所有者など利害関係者の連絡承諾を得て、または連絡が取れず承諾がなくても撤去するこ

とができる。 

（２）一定の原型を留め敷地内に残った建物については、所有者や利害関係者の意向を確認するのが

基本であるが、関係者へ連絡が取れず倒壊等の危険がある場合には、土地家屋調査士の判断を

求め、建物の価値がないと認められたものは、解体・撤去できる。その場合には、現状を写真

等で記録する。 

（３）建物内の貴金属やその他の有価物等の動産及び位牌、アルバム等の個人にとって価値があると

認められるものは、一時又は別途保管し所有者等に引き渡す機械を提供する。所有者が明らか

でない動産については、遺失物法により処理する。また、上記以外のものについては、撤去・

廃棄できる。 
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図 地方公共団体及び関係者の作業フロー及び廃棄物処理フロー 
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【留意点】 

 可能な限り所有者等へ連絡を行い、調査計画を事前に周知した上で被災物件の立ち入り調査を行う。 

 一定の原型を留めた建物及び倒壊の危険があるものは土地家屋調査士を派遣し、建物の価値につい

て判断を仰ぐ。 

 撤去・解体の作業開始前および作業終了後に、動産、思い出の品等を含めて、撤去前後の写真等の

記録を作成する。 

 撤去及び解体作業においては、安全確保に留意し、適宜散水を行うとともに、適切な保護具を着用

して作業を実施する。 

 廃棄物を仮置場へ撤去する場合は、木くず、がれき類、金属くず等の分別に努め、できるだけ焼却

及び埋立の処分量の減量化に努める。 


